
地域区分理事候補者としての推薦希望の申し出の受付について 

 

2024年1月8日 

生活協同組合コープあいち 理事長 森 政広 

 

役員の任期満了に伴い、コープあいち第15回通常総代会において役員選任を行います。定款

第１９条及び役員選任規約に基づき、以下の通り公告します。 

１．役員選任を行う第１５回通常総代会の日時及び場所  

 

（１）日 時 ２０２４年６月１１日（火） 10時30分から12時30分 

（２）場 所 刈谷市総合文化センター（刈谷アイリス） 

愛知県刈谷市若松町２-１０４ 

２．役員選任規約第３条に基づき理事会が決定した地域区分の理事定数 

区域 該当する行政区 定数 

東三河 

ブロック 

豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、新城市、設楽町、

東栄町、豊根村 
２ 

西三河 

ブロック 

岡崎市、幸田町、安城市、西尾市、刈谷市、知立市、

碧南市、高浜市、豊田市（下山地区のみ） 
２ 

尾張東 

ブロック 

名東区、尾張旭市、瀬戸市、日進市、長久手市、 

豊田市（下山地区を除く） 
２ 

尾張南 

ブロック 

緑区、みよし市、豊明市、大府市、知多市、東海市、

半田市、常滑市、東郷町、東浦町、阿久比町、 

武豊町、美浜町、南知多町 

２ 

尾張北 

ブロック 

小牧市、犬山市、岩倉市、江南市、一宮市、稲沢市、 

大口町、扶桑町、春日井市 
２ 

名古屋北 

ブロック 

守山区、千種区、東区、北区、西区、清須市、 

北名古屋市、豊山町 
２ 

名古屋南 

ブロック 

南区、熱田区、港区、中区、中川区、中村区、 

天白区、瑞穂区、昭和区、津島市、愛西市、弥富市、

あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

２ 

３．推薦の申し出の受付方法及び申し出の期限 

役員選任規約に基づいて、地域区分理事候補者の推薦に先立ち、区域別推薦委員会の推薦を

受けることを希望する組合員からのお申し出を以下のように受け付けます。 

お申し出をすることができる組合員は役員選任規約第７条４項に基づき、公告のあった日の

前月の末日（2023年12月末日）から継続して組合員である方に限ります。 

（１）期限   2024年1月8日（月）～1月31日（水） 

受付時間は土日曜を除く１０時～１７時 

（２）受付場所 生活協同組合コープあいち 本部事務所（機関運営部）又は 

豊橋事務所 

住所：名古屋市名東区猪高町上社字井堀25-1 電話：052-703-6022 

住所：豊橋市牟呂町字松崎15番地 電話：0532－46－1511 

（３）受付方法 申し出をされようとする方は、所定の用紙に必要事項を記入してコープあ

いち本部事務所（機関運営部）か、豊橋事務所（従たる事務所）に提出し

ます。上記の期限までに届いていることとします。用紙は、各事務所に用

意してあります。 


